
 

全員協議会会議録 
 

 

１ 日  時  平成３１年３月１９日（火） 

１１時１５分開会  １１時５１分閉会 

 

２ 場  所  役場３階第２委員会室 

 

３ 出席議員  深沼達生・川上 均・山下清美・中河つる子・鈴木孝寿・髙橋政悦 

        佐藤幸一・西山輝和・口田邦男・中島里司・奥秋康子・桜井崇裕 

議長：加来良明 

 

４ 事 務 局  事務局長：佐藤秀美、係長：宇都宮学 

 

５ 議  件 

議会運営委員会からの報告事項について 

・清水町議会及び委員会傍聴規則、清水町議会会議規則等運用例の一部改正について 

・議決事件の訂正について 

・議会報告会と町民との意見交換会について 

・議会モニターの募集について 

・議員研修の受講希望者募集について 

 

６ 会議録  別紙のとおり 

 



全員協議会【開会 １１：１５ 閉会 １１：５１】 平成３１年３月１９日 

 

 

議会運営委員会からの報告事項について 

 ・清水町議会及び委員会傍聴規則、清水町議会会議規則等運用例の一部改正について 

 

加来議長：休憩前に引き続き会議を開く。議件（２）議会運営委員会からの報告事項について。最初に清水

町議会及び委員会傍聴規則、清水町議会会議規則等運用例の一部改正について、議会運営委員長

のほうから説明をお願いする。 

鈴木議員（議会運営委員長）：まず１件目の件に関して、個人情報保護の観点から、現行の傍聴人受付簿か

ら傍聴人受付票に改める「標準」町村議会傍聴規則の一部改正の通知があったので、本町におい

ても同様に傍聴人受付簿から傍聴人受付票に議会及び委員会傍聴規則を改正し、傍聴人受付票に

記入後、受付箱に投函させるようなかたちで個人情報保護の対策を講じるように会議規則等運用

例を改正していくもの。いろいろ意見があったが、まずは誰が来ても基本的にはお名前を聞ける

ようなかたちをとるのは必要ということで、まずはこれで運用してやっていきたい。運用後、必

要に応じて適宜考えていくということで、議会運営委員会において決定させていただいた。 

加来議長：ただいま傍聴規則改正等について説明があったが、このことについて質疑はあるか。 

（ありませんの声あり） 

加来議長：質疑なしと言うことで、今後、このように進めていくことでよろしいか。 

（よろしいの声あり） 

加来議長：今後このように進めさせていただく。 

 

・議決事件の訂正について 

 

加来議長：議決事件の訂正について、議会運営委員長から説明をお願いする。 

鈴木議員（議会運営委員長）：お手元の資料を見ていただきたい。第１回臨時会において議決した「北海道

市町村総合事務組合規約の制定及び廃止」についてであるが、附則の規定に脱字があり、北海道

市町村総合事務組合から議決証明の差し替えの提出を求められたことから、執行側から議決事件

の訂正の申し出があった。この取扱いについて参考図書によると、誤字や脱字が議決内容に重要

な影響を及ぼさない場合は、正誤表の配付により処理することも可能であるとされており、今回

は附則の「（平成３１年市町村第 号指令）」の記載漏れであり、議決内容に重要な影響を及ぼさ

ないため、正誤表の配付により処理することとしたので報告をする。 

加来議長：ただいまの議会運営委員長からの報告について何か質疑があれば受ける。 

（なしの声あり） 

加来議長：正誤表に沿ってこれを認めることでよろしいか。 

（はいの声あり） 

加来議長：このように決定する。 

 

・議会報告会と町民との意見交換会について 

 

加来議長：議会報告会と町民との意見交換会について、議会運営委員長から説明をお願いする。 

鈴木議員（議会運営委員長）：意見交換会を行うことはご承知のことと思うが、そのテーマについて、総務

産業・厚生文教の両常任員会でそれぞれ協議をしていただいた。その結果、総務産業常任委員会

から「防災対策について」、厚生文教常任委員会から「未来の子育てについて」とのテーマの提

案があり、提案のあった２つのテーマで意見交換を行うことになった。 

加来議長：ただいま意見交換会について各常任委員会から出していただいた２つのテーマについて決定した

が、このように進めるということでよろしいか。 

（はいの声あり） 

加来議長：この２点のテーマで意見交換会を行っていくことに決定した。 

 



・議会モニターの募集について 

 

加来議長：議会モニターの募集について、議会運営委員長から説明をお願いする。 

鈴木議員（議会運営委員長）：皆さんのところに清水町議会モニター募集要項を配付しているが、平成31年

度から議会モニターを設置することになったが、配付している募集要項に基づき、４月15日（月）

から５月 14 日（火）までお知らせ版・ホームページ等でモニターを募集している。各議員にお

いても適任と思われる方がいればぜひ周知徹底をしていただき、申し込みをしていただければと

思っている。よろしくお願いする。 

加来議長：議会モニターについて説明があったが、質疑等があれば受ける。よろしいか。 

（はいの声あり） 

加来議長：議員の皆さんにもご協力いただきたいということなのでよろしくお願いする。 

 

・議員研修の受講希望者募集について 

 

加来議長：議員研修の受講希望者募集について、議会運営委員長から説明をお願いする。 

鈴木議員（議会運営委員長）：先般資料で配付させていただいたが、今現在希望がまだ来ていない状況であ

る。本年度は３名分の予算を計上しているのでぜひ、今一度、前回配付させていただいた資料を

確認いただきながら事務局に申し込んでいただければと思う。よろしくお願いする。 

加来議長：ただいまの説明に対し、質疑・意見等があれば受ける。 

（なしの声あり） 

加来議長：ないようなので、積極的に受講していただけるように協力をお願いする。 

 

 

 


